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１ 推進計画策定の趣旨 

 

近年、高齢化・高度情報化の進展に伴い消費生活と経済社会との関わりが多様化・

複雑化し、消費者被害も多様化・深刻化が進んでいます。 

すべての市民は生まれてから亡くなるまで、消費と切り離せない生活をしている消

費者です。小学生から高齢者まで、あらゆる世代の誰もが消費者トラブルに巻き込ま

れるおそれがあります。取り巻く環境の変化に合わせ、市民一人ひとりが消費生活に

関する正確な知識や的確な判断力を身に付けて、実際の生活の中で活用していくこと

がこれまで以上に必要となっています。 

平成 24年 12月 13日に消費者の自立支援を目的とする「消費者教育の推進に関する

法律（以下「推進法」という。）」が施行されました。国においては「消費者教育の推

進に関する基本的な方針（以下「基本方針」という。）」の策定が義務付けられ、地方

公共団体は、「消費者教育推進計画」を定めることが努力義務とされました。これを受

け、国は平成 25 年６月 28 日に基本方針を策定し、その中で、消費者教育を「被害に

遭わない自立した消費者」にとどまらず、「社会の一員としてよりよい市場とよりよい

社会の発展のために積極的に関与する消費者を育成する」教育を意味すると示してい

ます。 

これまで本市では、市民のみなさんの消費生活に関する自発的な学習を支援するた

めに、市民団体や中学生・高校生を対象とした出前講座、くらしのセミナー、夏休み

親子消費者教室、広報紙での川柳を用いた啓発など、さまざまな消費者教育（啓発）

を行ってきました。 

これからの消費者教育は、消費者の被害防止のための教育にとどまらず、消費者が

主役となる持続可能な社会（消費者市民社会）をつくること、すなわち、消費者の消

費行動が、相手方の事業者や市場あるいは社会にどういう影響を与えるかを意識して

行動することで、消費者が安心して、安全で豊かな消費生活を営むことができる社会

の実現を目指すことが求められています。 

そこで、本市では、市民（消費者）、行政、地域、事業者、学校等の各主体と連携し

ながら、消費者教育を一体的かつ総合的に推進していくために、沼津市消費者教育推

進計画（以下「推進計画」という。）を策定します。 

  

第１章 「沼津市消費者教育推進計画」の基本的な考え方 
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２ 推進計画の位置づけ 

  

 この推進計画は、国の基本方針及び「静岡県消費者教育推進計画」（以下「県推進計

画」という。）を踏まえ、本市における消費者教育の推進に関する施策についての計画

を定めるものです。 
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平成 25年度～平成 29年度（５年間） 

（国） 

 

≪計画期間≫ 
 平成 28年度～平成 32年度（５年間） 
 
≪内容≫ 
 ○基本的な考え方 
 ○消費者を取り巻く現状と課題 
 ○重点目標と具体的な取組 

沼津市消費者教育推進計画 
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消費者教育の推進に関する法律
（抜粋） 
(基本方針) 

第９条 政府は、消費者教育の推進

に関する基本的な方針を定めな

ければならない。 

(都道府県消費者教育推進計画等) 

第 10条 都道府県は、基本方針を踏

まえ、その都道府県の区域におけ

る消費者教育の推進に関する施

策についての計画を定めるよう

努めなければならない。 

２ 市町村は、基本方針(都道府県消

費者教育推進計画が定められて

いるときは、基本方針及び都道府

県消費者教育推進計画)を踏ま

え、その市町村の区域における消

費者教育の推進に関する施策に

ついての計画を定めるよう努め

なければならない。 

関 係 法 令 

 

（県） 

静岡県消費者教育推進計画 
平成 26年３月策定 

平成 26年度～平成 29年度（４年間） 

整合 
整合 

第４次沼津市総合計画 

 
第２章第４節第５項 労働・消費生活の支援 

平成 23年度～平成 32年度 

（後期推進計画 平成 28年度～平成 32年度） 

沼
津
市
地
域
福
祉
計
画 
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３ 推進計画の期間 

 

推進計画は、国の基本方針及び県推進計画を踏まえ、また第４次沼津市総合計画後

期推進計画と同様の平成 28年度から平成 32年度までの５年間とします。 

また、国や県の動向、市の取組の実施状況を踏まえ、必要に応じて随時見直しを行

います。 

 

 

４ 推進計画の推進体制 

 

本市では、沼津市消費者教育推進協議会（仮称）を新たに設置し、推進計画に基づ

く取組を進めるとともに、推進計画の進捗状況などの検証・評価を行い、取組の見直

しを行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連
携 

 沼 津 市 消 費 者 教 育 推 進 計 画 

 

 

沼津市消費者教育推進協議会(仮称) 

・推進計画に基づく取組の推進 

・推進計画の進捗状況の検証と評価 

・推進計画に基づく取組の見直し 

学識経験者 

司法書士 

民生委員 

弁護士 

消費者団体を代表する者 
又は同団体が推薦若しくは指名する者 

労働者団体を代表する者 
又は同団体が推薦若しくは指名する者 

 

・推進計画に対する意見等 
・推進計画に基づく取組の推進 

各主体  

市 民（消費者） 
家    庭 

地  域 

学 校 等 

事 業 者 

行  政 

消費生活モニター又は公募による市民 

地域団体を代表する者 
又は同団体が推薦若しくは指名する者 

子ども会関係団体を代表する者 
又は同団体が推薦若しくは指名する者 

市の関係課職員 

事業者団体を代表する者 
又は同団体が推薦若しくは指名する者 
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５ 推進計画の成果指標 

 

推進計画では、以下４つの設問の割合の上昇をその成果指標とします。 

 

     
（％） 

  年 現状値 目標値 

指標の内容 
  平成 27年度 平成 32年度 

  （2015年） （2020年） 

契約等の消費者トラブルの相談が消費

生活センターで出来ることを知っている

市民の割合 

（重点目標１，５に関連） 

26.8 50 

契約書や印鑑の押印が無くても契約が

成立することを知っている市民の割合 

（重点目標３，４に関連） 

33.2 50  

通信販売やインターネットで買物した商

品は、クーリング・オフの対象外である

ことを知っている市民の割合 

（重点目標３，４に関連） 

21.3 50  

消費者教育を受けたことがある市民の

割合 

（重点目標１，２，３，４に関連） 

11.2 25 

 

             

 

※重点目標に関しては P31からの第３章に記載 
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１ 本市における消費生活相談の状況 

 

（１）相談件数の推移と相談内容別件数 

               

本市消費生活センターに寄せられた、平成 17年度から平成 26年度までの消費生活

相談件数は、架空請求が急増した平成 17年度をピークに平成 20年度まで減少したも

のの、平成 22年度以降は年間約 1,000件を上回る高水準で推移しています。（図表 1）    

平成26年度における年代別の相談の傾向を商品別で見ると、20歳未満から60歳代ま

での各年代において、携帯電話関連を含むインターネットなどの「運輸・通信サービ

ス」に関する相談件数が最も多くなっており、特に20歳未満では全体の７割以上を占

めています。また、20歳代以上では、「運輸・通信サービス」以外に、「金融・保険サ

ービス」及び「教養娯楽品」の比率が上昇してきます。（図表２） 

全相談における「運輸・通信サービス」は246件で全体の20.9％、「金融・保険サー

ビス」は163件で13.8％、「教養娯楽品」は80件で6.8％となり、この３つに関した相

談が全体の41.5％を占めています。（図表３） 
 

（図表１）本市における消費生活相談件数の推移 
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（図表２）平成 26年度 契約者の年代別・商品別の消費生活相談件数 上位３種 

 

 

 

（図表３）平成 26年度 消費生活相談における商品別受付件数 上位５種 
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（２）若年者の消費者トラブル 

 

若年者においては、消費生活相談に占める「運輸・通信サービス」の割合が、前述

のとおりかなり高いことが挙げられます。  

相談内容は、「インターネットの利用時に『無料アダルトサイト』を見つけて開い

たところ、『登録完了。料金○万円』の画面が出た」、ほかにも「スマートフォン等の

ゲームで親の許可を得ずに課金してしまい、高額な請求が来てしまった」といったも

のが多く寄せられています。 

また、先輩や友人から勧められてマルチ商法に手を出したり、儲かるという広告を

見て、借入をして事業を起こしたものの上手くいかなかったという相談も寄せられて

います。このように、社会経験が浅い若年者は、事業者等の強引な勧誘や巧みな誘い

文句などにより、消費者トラブルに巻き込まれるおそれがあり、被害金額も高額とな

る場合があります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 個々の特性に応じた消費者教育の推進  

消費者被害を未然に防ぎ、安全で安心な消費生活を営むために、市民一人

ひとりがそれぞれの年代で必要とされる消費生活に関する正確な知識や的

確な判断力を身に付けて、実際の暮らしの中で活用していくことが大切で

す。 

このため、年齢、性別、障害の有無等、消費者の特性に配慮した消費者教

育を行う必要があります。 

 

 インターネットに関する消費者トラブルへの対応強化  

  パソコンやスマートフォンなどの普及により、生活におけるインターネッ

トの利用が定着してきており、インターネット等に関する相談は 60歳代以

下のすべての年代で最も多くなっています。このため、インターネットを利

用する上で身に付けておきたい知識等について広報・啓発を行うとともに、

特に児童・生徒や保護者への消費者教育を強化する必要があります。 

課 題 

 

 若年者に対する消費者教育の推進  

若年者は社会経験も浅いため、的確な判断能力を身に付け、責任を持って

行動できるよう、契約等に関する正しい知識を習得するための教育が必要で

す。 

課 題 
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（３）高齢者の消費者トラブル 

   

  本市における高齢者の相談件数の推移を見ると、平成 25年度に 60歳代、70歳以

上ともに相談件数が急増しました。これはこの年に多発した健康食品の送り付け商

法による被害が多発したことによります。平成 26 年度においても他の年代と比較

して高齢者の相談件数は多くなっています。（図表４、５） 

平成 26年度の 60歳代の商品別の相談件数の多いものは、傾向で見ると、40歳代、

50 歳代と似通っています。（図表２）最も多いのがインターネット、携帯電話の契

約に関する相談を主な内容とする「運輸・通信サービス」で相談件数は 35 件でし

た。次いで多いのは、値上がり確実と強調し、投資や出資を勧誘するなど「ファン

ド型投資商品」の相談を主な内容とする「金融・保険サービス」が 31 件となって

います。 

一方、70歳以上の商品別の相談件数を見ると、60歳代と異なり、「金融・保険サ

ービス」が第１位となっています。次いで多いのが「食料品」に関する相談で、健

康食品の送り付けや、表示方法に間違いがあったり、異物混入の疑いのある食品に

関する相談が寄せられました。 

このように、70歳以上の相談内容は、他の年代の相談内容と異なることから、70

歳以上の高齢者のトラブルについては、特に配慮が必要と考えられます。 

高齢者は、だまされたことに気がつきにくかったり、被害にあっても、「恥ずか

しい」「迷惑をかけたくない」「自分が悪い」と誰にも相談しないことが懸念される

ため、今後も、高齢者が消費者トラブルに巻き込まれることが危惧されます。 

また、平成 26年度の相談には 1千万円を超える契約・購入金額が 19件ありまし

た。中でも金額が 1 億円を超える相談が２件あり、それはともに 70 歳以上の方か

ら寄せられた相談でした。（図表５）これらのことから、70 歳以上の方の平均契約

金額が突出する結果となりました。（図表６） 
 

（図表４）本市における高齢者の相談件数推移 
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（図表５）平成 26年度 契約・購入金額別 年代別の消費生活相談件数 

 
 

 

（図表６）平成 26年度 消費生活相談における年代別平均契約・購入金額 
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 高齢者への情報提供・注意喚起の徹底   

高齢者のトラブルは、「資産運用」や「健康」などの高齢者が関心を持つ

ことに、悪質な事業者が付け込むケースが見られます。 

高齢者を狙って、流行や話題性に乗じた悪質商法が次々と発生しており、

高齢者への被害情報の提供や注意喚起の取組を強化することが必要です。 

 

 高齢者の消費者被害の防止   

特に生活支援を必要とする高齢者に対しては、高齢者の日常生活を支援

している福祉関係者等との連携により、消費者被害の未然・拡大防止に取

り組むことが必要です。 

課 題 
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２ 消費者教育推進のための基礎調査の結果 

 

（１）学校等の教育団体への調査 

 

本市では、平成 26年９月に「消費者教育に関する取組状況等の学校等への調査（以

下「取組調査」という。）」を行い、学校等の教育団体での消費者教育の実態や、今

後消費者教育を進めるために必要となることなどについて、市内の保育所・幼稚園、

小・中・高等学校に対しアンケート調査を行いました。 

 

 

【取組調査の概要】 

①調査の目的  推進法に基づき，今後の消費者教育を体系的・効果的に推進するた

めの方針等を検討する基礎資料とする。 

②調 査 項 目  消費者教育に関する意識・現状・ニーズ把握 

③調 査 対 象   保育所      31カ所 

幼稚園    25カ所 

市立小学校 24カ所 

市立中学校 18カ所 

高等学校  11カ所 

計 109カ所 

④調 査 期 間  平成26年９月～10月 

⑤有効回収率   保育所       20カ所       64.5％ 

幼稚園       17カ所       68.0％ 

市立小学校  24カ所   100.0％ 

市立中学校  18カ所   100.0％ 

高等学校    9カ所    81.8％ 

                         計 88カ所  80.7％                            
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消費者教育に関する取組が行われている施設の割合 
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 主な調査結果  

ア．保育所・幼稚園 

  

取組調査において、消費者教育に関する取組の現状を伺ったところ、消費者教育に該

当する各項目をテーマにした教育が行われていることが見て取れました。（複数回答可） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪グラフ対応表≫ 

 

 

実際に行っている授業の方法としては、「買い物ごっこ」「お店屋さんごっこ」をは

じめ、社会性を育む遊びの要素を取り入れたものが多いという結果を得られました。幼

児期の特徴に則した幅広い消費者教育が行われていることが伺えます。 

 

  

(項目) 

(％) 
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これらの取組が消費者教育に関することと認識していただいた上で、更に「消費者教

育推進上の課題」としてどのようなことが挙げられるかということを伺ったアンケート

の結果は次のとおりです。(複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪グラフ対応表≫ 

 

 

保育所・幼稚園ともにａの「対象となる子供の年齢が低く、生活上の経験が少ないた

め、伝え方が難しい」が最も高い割合で課題として捉えられていました。またｃの「対

象年齢に合った教材の情報が不足している」も同様に課題としての意識が高く、両項目

ともに指導の対象が人生経験の少ない幼児期であることが起因しているということが

考えられます。 

  

(項目) 

(％) 
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消費生活センターに期待することがあるとする施設の割合 
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保育所・幼稚園に伺った消費生活センターに期待する役割は次のとおりです。 

（複数回答可）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪グラフ対応表≫ 

 
 

先ほどの「消費者教育推進上の課題」で挙げられた内容を、消費生活センターが補う

ことを求められていることが読み取れます。また、Ｉの「対象年齢に合った『教材』の

提供」やＶの「保護者に対する情報の提供」が保育所・幼稚園ともに50％以上となり、

強く求められていることが分かります。 

 

  

(％) 

(項目) 
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イ．小・中・高等学校 

 

取組調査において、小・中・高等学校にはそれぞれの現状を伺った後に、３つの同じ

質問をしました。１つ目の「消費者教育に取り組む上での課題」についての結果は次の

とおりです。(複数回答可） 

 

 

 

≪グラフ対応表≫ 
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小・中・高等学校ともにＣ、Ｅ、Ｆの項目に課題を抱えているという意識が伺えまし

た。それを踏まえて、「消費生活センターに期待すること」を伺った結果は次のとおり

です。(複数回答可） 

 

 

 

≪グラフ対応表≫ 

 

15ページの「取り組む上での課題」に対する回答Ａの「具体的な取組方法が分から

ない」に対応して、ａの「他自治体による実践事例の情報提供」が中学校で 50％、高

等学校で 100％の要望がありました。また、Ｂの「講師として活用できる人材や派遣を

受けられる機関・団体が不足している」に対応する、ｄの「専門家団体や消費者団体等、

派遣を依頼できる外部講師に関する情報提供」も、小・中・高等学校でそれぞれ高い割

合で期待している事が分かりました。 

どの項目も比較的高い期待があることが伺えますが、小・中・高等学校でそれぞれ求

められている内容が異なるということが見て取れました。 
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また、課題を伺った際のＣの「活用できる教材が少ない」に関連して、希望する教材

は何かを伺った結果は次のとおりです。(複数回答可） 

 

 
 

≪グラフ対応表≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

小・中・高等学校ともに「映像教材」、「紙媒体」に高い需要があることが読み取れ

ます。「ロールプレイング事例集」に関して、小学校から高等学校に進むにつれて需要

が増加するのは、年齢が上がるほど理解力が増すためと考えられます。また高等学校で

はスマートフォンアプリを教材として求める声がありました。 
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 学校等における消費者教育の推進  

保育所・幼稚園においては、消費者教育にちなんだ教育が行われています

が、対象年齢の低さ故に伝え方が難しいという状況があります。 

学校における消費者教育は、小・中・高等学校の各教科で、児童・生徒の

発達段階に応じて、買い物の仕方、契約の基礎や悪質商法の手口、情報通信

ネットワークの活用など、学習指導要領に基づき推進されることが必要で

す。 

 

 学校等に対する消費者教育の支援  

保育所・幼稚園においては効果的な指導が出来るよう遊びの要素を含んだ

教材の提供や、保護者への情報提供も求められています。 

学校等における消費者教育が効果的に実施できるよう、授業で活用できる

教材の提供、教員のスキルアップを図る研修や消費者教育講座の実施など、

支援を行っていく必要があります。 

課 題 
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（２） 本市の消費者教育に関する取組状況 

 

本市が実施する環境教育、食育、国際理解教育、人権教育、防災教育など消費生に 

関連する教育は目的、内容、対象範囲はそれぞれ異なりますが、消費者市民社会の構

築など国の基本方針における消費生活の対象領域の多くと重なっています。本市では

それら各教育に関する取組を実施していきます。 

平成 23年度から平成 26年度までに市が実施してきた消費者教育の関連事業は次の 

とおりです。 

 

環境教育 

関

連

性 

 環境に対する知識や考え方のほか、社会の多様性や将来に対する責任、資源やエネルギ

ーの有限性など、自ら考え、自ら行動する人づくりを推進する点が、生産・流通・消費・

廃棄の社会経済システムの理解や環境とのバランスを考えた日常の消費生活や事業活動

等へ結び付く。 

該
当
事
業 

・アースキッズチャレンジの実施 

担
当
課 

環境政策課 

・ぬまづエコ活動コンテストの開催 

・夏休み親子エコ教室の開催 

・夏休み親子水生生物観察会の開催 

・ぬまづ環境市民大学の開催 

・消費生活展等での環境に関する取り組みの展示 

・エコチャレンジ CHECKを実施 

・省エネ推進ネットワークぬまづによる省エネ事業の運営 

・消費生活展でのごみ処理・ごみリサイクルに関する展示 

ごみ対策 

推進課 

・すまいるしょっぷの認定 

・環境市民大学及び夏休みごみ処理施設見学会の実施 

・ごみの現状やリサイクルに関しての出前講座の実施 

・ゴミの分別に関する説明会の実施 

・消費生活展での下水道普及のための啓発活動 

・沼津市の水道について理解を深めるための出前講座の実施 
水道総務課 

・健康と環境というテーマで１年次に 90分×15回の講義を実施 看護専門学校 

・エコに関するテーマでのくらしのセミナー開催 市民相談 

センター ・夏休み親子消費者教室でエコグッズの作成 

食育 

関

連

性 

 マナーや作法の習得、伝統的な食文化の伝承、食品ロスの削減や地産地消の推進といっ

た取組は、持続可能な社会の形成を目指す消費者教育の課題でもある。また、栄養バラン

ス等の観点から適切な食生活を選択すること、食品の安全性に関する知識と理解を深める

こと等は、栄養成分表示を含めた食品表示の適切な理解を始め、食の大切さを重んじる心

や食における危険を回避する能力を育む消費者教育と密接な関係がある。 

該
当
事
業 

・栄養バランスのよい食生活の習得のためのクッキング講座を開催 

担
当
課 

健康づくり課 

・公立保育所での主任栄養士による食育講座を開催 

子育て支援課 ・クッキング保育の実施 

・子育て支援センターでの栄養相談を開催 
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該
当
事
業 

・毎月の給食献立表への地産地消、旬の食べ物等の掲載 

担
当
課 

子育て支援課 
・食物アレルギー児の献立作成会議を開催 

・食に関するテーマでのくらしのセミナーを開催 市民相談 

センター ・夏休み親子消費者教室にて食品を使った実験を実施 

国際理解教育 

関

連

性 

 国際理解教育は社会経済の国際化の進展に合わせ、海外の文化や外国の人々との接点を

理解させ、地球規模の社会問題（環境や資源など）を考えさせることなどを狙いとしている。これ

は内外の社会情勢及び地球環境に与える影響を自覚するという点で、消費者市民社会の形成

に向けた教育と深く関係しており、消費者教育の重要な要素である。 

該
当
事
業 

・国際交流フェアを毎年開催 
担
当
課 

市民協働課 

法教育 

関

連

性 

 自立した消費生活を営むためには、消費活動の前提となる身近な法律である司法の基本的

な考え方（契約自由の原則、私的自治の原則など）を理解する必要がある。この点で、法教育

は、選択肢、契約することの理解と考える態度を身に付け、消費者契約の適正化を目指す消費

者教育と整合する。 

該
当
事
業 

・出前講座で契約に関する知識を伝える 
担
当
課 

市民相談センター 

金融経済教育 

関

連

性 

 個人向けの新しい金融商品やサービスが増え、消費者の選択肢が広がっている一方で、利

殖商法などの悪質商法によるトラブルも増加している。金融商品や金融リテラシーを学ぶこと

は、こうした悪質商法に対応できる能力を身に付けるとともに、自立した消費生活を営む上で、

必要不可欠であり、消費者教育の重要な要素である。 

該
当
事
業 

・金融に関するテーマでくらしのセミナーを開催 担
当
課 

市民相談センター 

・金融に関するテーマで親子教室を開催 

人権教育 

関

連

性 

 高齢者の悪質商法被害、アパート等への入居拒否、虐待など高齢者への人権侵害への対応

が求められている。また、発展途上国などにおいて、不法な児童労働や強制労働を排除し、公

正な取引を実践する貿易の仕組み（フェアトレード）が広がりつつある。このような人権問題に

対し、子供から高齢者まで性別にかかわらず個人が尊重され平等で豊かに暮らせることを目指

す人権教育は、消費者市民社会の構築に必要な要素である。 

該
当
事
業 

・人権セミナーを開催 担
当
課 

市民協働課 

・６月１日の人権擁護委員の日及び 12月の人権週間に啓発と

相談を実施 
市民相談センター 
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動物愛護 

関

連

性 

 犬猫の育て方や習性等の知識を学ぶことで、動物による人の命や財産への侵害、生活環境

の保全上の支障を防止することになり、よりよい社会の発展に積極的に関与する消費者市民

社会の考え方と合致する。 

該
当
事
業 

（一社）静岡県動物保護協会が主催する動物愛護教室の開

催に協力 

担
当
課 

環境政策課 

ものづくり・技能継承 

関

連

性 

 消費者が、確かな目で本物を見極めてモノを大切にすることにより、心豊かなよりよいライフ

スタイルを築くとともに、事業者は「ものづくり」において、消費者にいかに良い使われ方をする

かを第一に考え、人々の暮らしや生き方の質の向上を意識して活動することで、経済や産業の

活力向上にもつながる。モノの使い方を理解することや、モノを大切にする心を育むことは、豊

かな消費生活の向上につながる。 

該
当
事
業 

・ロボット工作教室などの各種工作教育の開催 担
当
課 

商工振興課 

 

情報リテラシー教育 

関

連

性 

 商品や音楽、画像・動画の配信、電子書籍、ゲームなどネットを通じた様々なサービスが充実

する一方で、商品トラブルや高額請求などの問題も多発している。また、ツイッターやフェイスブ

ック、LINEなどの利用者が急増しており、インターネット上のトラブルに遭う可能性が高まってい

ることから、情報や通信技術の重要性を理解し、インターネット上のトラブルに対応できる能力

を習得することは、消費生活の向上につながる。 

該
当
事
業 

・行政書士を講師として招き、インターネットに関する講演会を

実施 

担
当
課 

看護専門学校 

防災教育 

関

連

性 

 推進法では、「消費者教育は、災害その他非常事態においても消費者が合理的に行動するこ

とが出来るよう、非常の事態における消費生活に関する知識と理解を深めることを旨として行

わなければならない」とされている。防災教育により、平常時における防災意識を高めること

は、非常時における、適切な消費者行動がとれる消費者の育成につながる。 

該
当
事
業 

・出前講座で災害への備えについて解説 

担
当
課 

危機管理課 ・地震防災強化月間、防災とボランティア週間での防災グッズを

展示 

・外国人のための防災講座を開催 市民協働課 
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このように本市では、消費者教育に該当する事業が行われていますが、現状ではこれ

らの事業が消費者教育の一環として、認識を得られないまま行われている状況と言えま

す。 

 

 

 

  

 本市が実施する各事業と消費者教育との関連付け  

各事業が消費者教育との関連について、十分な整理が出来ていないこと

や、他部署でどのような取組が行われているかという情報が不足していま

す。今後、より一層の連携を強める上での予算や場の確保等、横の連携を

強化していく必要があります。 

課 題 
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３ 市民意識調査の結果 

 

 

本市では毎年、市民の市政に対する要望や関心度について把握し、これらを市政に

反映させるために市民意識調査を実施しています。平成27年度に実施した第42回市民

意識調査において、消費生活に関する質問を行いました。 

 

   

  【市民意識調査の概要】 

   ①調 査 対 象  沼津市内在住の20歳以上の市民2,100人 

   ②抽 出 方 法    住民基本台帳データより等間隔無作為抽出 

   ③調 査 期 間  平成27年６月20日（土）～７月３日（金） 

   ④有効回収率  52.2％ 

   ⑤質 問 内 容 

    【消費生活センター認知度】 

・消費生活センターの業務内容について知っていますか 

    【消費者として心がけていること】 

     ・商品やサービスに関する表示や説明をよく理解した上で、選択する 

     ・商品やサービスについて問題があれば、事業者に申し立てを行う 

     ・ライフステージや経済状況の変化等、将来を見通した生活設計を考える 

     ・個人情報の管理について理解し、適切な行動をとる 

     ・環境に配慮した商品やサービスを選択する 

     ・消費者団体や市民団体等の活動に積極的に参加する 

    【消費者としての知識】（正誤形式） 

     ・契約成立には印鑑が必要である 

     ・通信販売やインターネットで買物した商品は、クーリング・オフの対象で

ある 

     ・賞味期限とは、「おいしく食べることが出来る期限」である 

     ・フェアトレードとは、途上国の人々との対等な関係や環境保護を目指し、

適正価格で取引することをいう 

     ・消費生活センターに相談した内容は、国がデータを管理し、事業者指導や

法改正等に活用される 
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調査の結果は次のとおりです。 

 

 

【消費生活センター認知度】 

 

Q. 消費生活センターの業務内容について知っていますか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【消費者として心がけていること】 

 

Q. 商品やサービスに関する表示や説明をよく理解した上で、選択する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2  

65.9  

26.8  

0 20 40 60 80 100

無回答 

知らない 

知ってる 

(%) 

8.4  

1.4  

5.8  

13.8  

47.3  

23.4  

0 20 40 60 80 100

無回答 

心掛けていない 

あまり心掛けていない 

どちらともいえない 

ある程度心掛けている 

心掛けている 

(%) 
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Q.  商品やサービスについて問題があれば、事業者に申し立てを行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q.  ライフステージや経済状況の変化等、将来を見通した生活設計を考える 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1  

10.5  

16.2  

27.0  

24.5  

12.7  

0 20 40 60 80 100

無回答 

心掛けていない 

あまり心掛けていない 

どちらともいえない 

ある程度心掛けている 

心掛けている 

10.1  

4.9  

17.3  

24.8  

33.5  

9.4  

0 20 40 60 80 100

無回答 

心掛けていない 

あまり心掛けていない 

どちらともいえない 

ある程度心掛けている 

心掛けている 

(%) 

(%) 
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Q.  個人情報の管理について理解し、適切な行動をとる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q.  環境に配慮した商品やサービスを選択する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9.8  

2.7  

7.5  

17.9  

40.4  

21.7  

0 20 40 60 80 100

無回答 

心掛けていない 

あまり心掛けていない 

どちらともいえない 

ある程度心掛けている 

心掛けている 

9.6  

1.9  

9.6  

22.8  

41.8  

14.2  

0 20 40 60 80 100

無回答 

心掛けていない 

あまり心掛けていない 

どちらともいえない 

ある程度心掛けている 

心掛けている 

(%) 

(%) 
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Q 消費者団体や市民団体等の活動に積極的に参加する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【消費者としての知識】 

 

Q 契約成立には印鑑が必要である 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解：間違っている 

正答率：33.2％ 

 

8.6  

8.8  

33.2  

49.5  

0 20 40 60 80 100

無回答 

分からない 

間違っている 

正しい 

(%) 

9.5  

27.7  

29.9  

23.4  

7.6  

1.9  

0 20 40 60 80 100

無回答 

心掛けていない 

あまり心掛けていない 

どちらともいえない 

ある程度心掛けている 

心掛けている 

(%) 
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Q 通信販売やインターネットで買物した商品は、クーリング・オフの対象である 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解：間違っている 

正答率：21.3％ 

 

 

Q 賞味期限とは、「おいしく食べることが出来る期限」である 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解：正しい 

正答率：85.2％ 
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2.4  

5.3  
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無回答 

分からない 
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(%) 
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Q フェアトレードとは、途上国の人々との対等な関係や環境保護を目指し、適正価格

で取引することをいう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解：正しい 

正答率：34.6％ 

 

 

 

Q 消費生活センターに相談した内容は、国がデータを管理し、事業者指導や法改正等

に活用される 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解：正しい 

正答率：35.3％ 
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 消費生活センターの認知度の向上  

   消費生活センターの業務の認知度が十分ではないことが調査結果からわ

かります。今後、消費者教育を推進していくうえで、センターの更なる周

知が必要になります。 

    

 消費者としての意識の向上  

全ての市民は消費者です。より良い生活を送る上で消費者としての心掛

けは高ければ高いほど良いと考えられます。今回の調査項目全体の数字を

底上げする必要があります。 

    

 消費者としての知識の向上  

 今回の調査での平均正答率は41.9％でした。消費生活を送る上で、正し

い知識を有していることが、トラブルの未然防止にも繋がると考えられま

す。そのため、より一層の啓発が必要であると考えられます。 

課 題 
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国の基本方針において、消費者教育は、幼児期から高齢期までのライフステージご

とに、段階的に行わなければならないとされており、本市では、消費者教育の意義や

目標が理解できるように「消費者教育推進におけるイメージマップ」（Ｐ37）（以下

「イメージマップ」という。）を作成しました。 

また、この基本方針では、「消費者市民社会の構築」「商品等やサービスの安全」

「生活の管理と契約」「情報とメディア」の４つを対象領域とし、下表のとおり、対

象領域ごとに消費者教育が育むべき力を定めています。 

  

対象領域 育むべき力 

消費者市民

社会の構築 

・ 自らの消費が幅広く、他者に影響を及ぼし得るものであること

を理解し、適切な商品やサービスを選択できる力 

・ 持続可能な社会の実現に向けて多くの人々と協力して取り組む

ことができる力 

・ 消費者が、個々の消費者の特性や消費生活の多様性を相互に尊

重しつつ、主体的に社会参画することの重要性を理解し、他者

と協働して消費生活に関連する諸課題の解決のために行動でき

る力 

商品等や 

サービスの

安全 

・ 商品等の安全性に関して表示等を確認し、危険を回避できる力 

・ 商品等による事故・危害が生じた際に、事業者に対して補償や

改善、再発防止を求めて適切な行動がとれる力 

生活の管理

と契約 

・ 自らの将来を見通し、生活の管理と健全な家計運営ができる力 

・ 契約を明確に理解し、違法・不公正な取引や勧誘に気づき、ト

ラブルの回避や事業者等に対して補償、改善、再発防止を求め

て適切な行動がとれる力 

情報と 

メディア 

・ 高度情報化社会における情報や通信技術の重要性を理解し、情

報の収集・発信により消費生活の向上に役立てることができる

力 

・個人情報管理や知的財産保護等、様々な情報を読み解く力を身

に付け、活用できる力 

第３章 消費者教育推進上の重点目標と具体的な取組 
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本市においては、前ページの国の基本方針を踏まえつつ、第２章で述べた課題解決の

ため、次のとおり重点目標を掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これらの重点目標を設定した背景には、20 歳未満の若者が契約者となった相談が増

えていること、高齢者の消費生活相談が増加していることがあります。そのため、ライ

フステージの中で特に、若年者、高齢者等における消費者教育の推進等を重点目標とし

て設定します。 

 これらの目標を取り扱うにあたり、市民（消費者）、行政、地域、事業者、学校等の

各主体が消費者教育を理解し、取組を推進することとします。それぞれの重点目標にお

ける「取組の方向性」と「具体的な取組」は次ページのとおりです。「具体的な取組」

では、従来からの継続事業を●、新規及び現状からの拡充を行う事業を★で示しました。 

  

消費生活センターの拠点化 

 
重点目標５ 

各主体への意識付け及び実践方法の普及 重点目標２ 

若年者に対する消費者教育の充実 重点目標４ 

推進法の趣旨及び「消費者市民社会」の意義の普及・啓発 重点目標１ 

高齢者等への啓発と福祉関係者等との連携強化 

 

重点目標３ 
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[取組の方向性] 

推進法の趣旨及び「消費者市民社会」の意義の普及・啓発をする 

消費生活センター職員（消費生活相談員及び職員）が「消費者市民社会」について教

育できるよう資質向上を図る 

 

[具体的な取組] 

 ●くらしのセミナーを開催し、消費生活を営むための必要な法律知識や、生活技術の

普及、消費者市民社会の普及・啓発を行う 

●消費者としての意識を高めるための消費生活川柳の募集をする 

 ●消費生活センター職員を各種研修に派遣することにより資質の向上を図る 

 ●消費生活展を開催し、パネル展示やクイズラリーを実施することで、来場者の消費

者市民としての意識を高める 

 ★消費生活センターの体制強化のための例規（条例）を整備する 

 ★広報紙、ホームページ、twitter、facebook等の媒体を活用して、消費者市民社会

をふまえた消費生活に関する情報を発信する 

 ★地域・家庭でのエコな生活の取組（沼津市独自の取組として P35に記載） 

 ★各主体による消費者教育の機会の提供と関連事業の実施 

 

 

 

 

 

[取組の方向性] 

各主体が実施する事業と消費者教育との関係を整理する 

消費者教育を行っているという意識付けを各主体に対して図る 

 

[具体的な取組] 

 ●くらしのセミナー等に事業者を講師として招く 

 ●消費生活展における各主体の活動アピールの場を設ける 

 ●消費生活用製品安全法・家庭用品品質表示法・電気用品安全法に基づく立入検査の

実施により適正な表示の啓発を行う 

 ●消費者と事業者の相互理解及び協力のための交流の機会を提供する 

 ●自治会、老人クラブ等に対する出前講座を実施する 

★事業所の職員に対しての出前講座を実施する 

 ★ＰＴＡ等に対する出前講座を実施する 

 ★各主体による消費者教育の機会の提供と関連事業の実施 

  

推進法の趣旨及び「消費者市民社会」の意義の普及・啓発 重点目標１ 

各主体への意識付け及び実践方法の普及 重点目標２ 
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[取組の方向性] 

地域におけるさまざまな関係団体等と連携し啓発を図る 

福祉関係者との連携を強化し、啓発や見守り力を強化する 

 

[具体的な取組] 

●筋力パワーアップ教室において、旬な消費者トラブルの情報を伝達する 

●地域包括支援センターとの情報連絡体制を整備し、悪質商法等のトラブルに関する

情報の収集に努める 

●高齢者に対して啓発のチラシを回覧板を用いて配布する 

●敬老行事で啓発グッズを配布する 

★自治会、老人クラブをはじめとする地域団体、民生委員、地域包括支援センター、

福祉施設、居宅介護支援事業所などに消費者被害防止に関する出前講座を実施する 

★収集した情報を迅速に危険情報として、地域包括支援センターへ伝達する 

★各主体による消費者教育の機会の提供と関連事業の実施 

 

 

 

  

 

 

[取組の方向性] 

学校等において、年齢に応じた消費者教育を実施する 

教育委員会等と連携して、学校等における消費者教育を支援する 

 

[具体的な取組] 

●授業で活用するためのＤＶＤ等の教材の提供を行う 

●親子消費者教室の開催により、消費者としての知識を普及する 

●新成人に対して啓発グッズを配布する 

★学校等（特に高等学校）に消費生活相談員を講師として派遣し出前講座を実施する 

（沼津市独自の取組として P35に記載） 

★教職員等に対する出前講座を実施する 

★ＰＴＡ等の集会を活用して保護者に対する消費者知識の啓発を図る 

★各主体による消費者教育の機会の提供と関連事業の実施 

  

高齢者等への啓発と福祉関係者等との連携強化 

 

重点目標３ 

若年者に対する消費者教育の充実 

 
重点目標４ 
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[取組の方向性] 

消費生活センターが中心となって各主体に働きかけを行う 

各主体と相互に連携しながら、消費者教育に取り組む 

各主体のスキルアップへの支援を行う 

消費者教育の具体的な取組事例の紹介等を行う 

消費生活センターの業務の周知を図る 

消費者教育の担い手を育てる 

 

[具体的な取組] 

●消費生活モニター制度の実施により、消費生活への関心の高い市民を養成する 

●警察との連携を強化し、共同で啓発や問題解決を行う 

●消費生活相談員に有資格者を任用する 

★各主体が行う消費者教育に該当する事業の情報を収集し、外部に向けて周知する 

 ★重点目標１～４で挙げた各項目に取組んでいく 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本市には高等学校が多いという特徴が挙げられます。本市在住の 16～18

歳の人口は 5,653 人（平成 27 年５月７日時点）ですが、市内の高等学校に

通う生徒の数は 8,600人以上（平成 27年５月１日時点）です。この点から、

独自の取組として、高等学校における消費者教育に力を入れていきます。高

等学校を卒業し、大学進学や就職をすると、第２章（Ｐ７）でみられたよう

な消費者トラブルに遭遇する可能性が増えます。こうしたトラブルの未然防

止に繋がると考えられます。（重点目標４） 

また、本市では「沼津方式」と呼ばれるゴミの分別収集への取組により、

市民に環境への意識が根付いていると言えます。今後は、消費生活の視点か

らさらに環境への意識付けを図るため、本計画にも関連する環境基本計画

（Ｐ２）に基づき、地域・家庭でのエコな生活の取組を推進して参ります。

（重点目標１、２） 

 

≪沼津市独自の取組≫ 

消費生活センターの拠点化 

 

重点目標５ 
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≪消費生活センターを拠点化した消費者教育の取組イメージ≫ 

 

 

各主体に期待される役割と連携 

   

   各主体は、それぞれの役割を理解しながら、互いに連携して 

消費者教育に取り組むことが大切です。 

 

 

 

 

 

消費生活センター等 

（行政） 

・地域の状況に応じた施策の実施 
・各主体のスキルアップへの支援 
・取組事例の紹介 
・関係所管相互間の連携 
・消費生活相談の受付・助言等 
・くらしのセミナー開催 
・出前講座の実施 

市民(消費者)・家庭 

・消費者トラブルの回避 

・講座への参加とその情報伝達 

地 域 

・広報紙などによる情報提供 

・出前講座の活用 

事業者 

・従業員への消費者教育の実施 

・消費者講座の実施 

・出前講座の活用 

学校等 

・学習指導要領に基づく指導 

・教員の研修等 

・出前講座の活用 



消費者教育推進におけるイメージマップ

特に若者 成人一般 特に高齢者

様々な気付きの体験を通じ
て、家族や身の回りの物事
に関心を持ち、それを取り
入れる時期

主体的な行動、社会や環境
への興味を通して、消費者
としての素地の形成が望ま
れる時期

行動の範囲が広がり、権利
と責任を理解し、トラブル
解決方法の理解が望まれる
時期

生涯を見通した生活の管理
や計画の重要性、社会的責
任を理解し、主体的な判断
が望まれる時期

生活において自立を進め、
消費生活のスタイルや価値
観を確立し、自らの行動を
始める時期

精神的、経済的に自立し、
消費者市民社会の構築に、
様々な人々と協働して取り
組む時期

周囲の支援をうけつつも人
生での豊富な経験や知識を
消費者市民社会に活かす時
期

地域・家庭でのエコ
な生活の実施

消
費
者
市
民
社
会

の
構
築

商
品
等
や

　
サ
ー

ビ
ス
の
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幼児期 小学生期

身の回りのものを大切にし
よう

自分の生活と身近な環境と
のかかわりに気づき、物の
使い方などを工夫しよう

くらしの中の危険や、もの
の安全な使い方に気づこう

危険を回避し、ものを安全
に使う手がかりを知ろう

選択し、契約するこ
との理解と考える態
度

生活を設計・管理す
る能力

災害時に適切な消費
行動をとれる力

情報の収集・処理・
発信能力

情報社会のルールや
情報モラルの理解

消費生活情報に対す
る批判的思考力

トラブル対応能力

消費者がもつ影響力
の理解

持続可能な消費の実
践

消費者の参画・協働

商品安全の理解と危
険を回避する能力

協力することの大切さを知
ろう

身近な消費者問題に目を向
けよう

困ったことがあったら身近
な人に伝えよう

中学生期 高校生期
成人期

おつかいや買い物に関心を
持とう

消費をめぐるものと金銭の
流れを考えよう

消費者の行動が環境や経済
に与える影響を考えよう

生産・流通・消費・廃棄が
環境・経済や社会に与える
影響を考えよう

生産・流通・消費・廃棄が
環境・経済や社会に与える
影響を考える習慣を身につ
けよう

生産・流通・消費・廃棄が
環境・経済・社会に与える
影響に配慮して行動しよう

消費者の行動が環境、経
済、社会に与える影響に配
慮することの大切さを伝え
合おう

安全で危険の少ないくらし
方をする習慣をつけよう

安全で危険の少ないくらし
と消費社会をつくろう

安全で危険の少ないくらし
の大切さを伝え合おう

消費生活が環境に与える影
響を考え、環境に配慮した
生活を実践しよう

持続可能な社会を目指し
て、ライフスタイルを考え
よう

持続可能な社会を目指し
て、ライフスタイルを探そ
う

持続可能な社会を目指し
て、ライフスタイルを実践
しよう

持続可能な社会を目指し
て、ライフスタイルを伝え
合おう

身近な消費者問題及び社会
問題の解決や、公正な社会
の形成について考えよう

身近な消費者問題及び社会
問題の解決や、公正な社会
の形成に協働して取り組む
ことの重要性を理解しよう

諸費者問題その他の社会課
題の解決や、公正な社会の
形成に向けた行動の場を広
げよう

地域や則場で協働して消費
者問題その他の社会課題を
解決し、公正な社会をつく
ろう

支え合いながら協働して消
費者問題その他の社会課題
を解決し、公正な社会をつ
くろう

市が環境基本計画のもとに推進している地域・家庭でのエコ活動に積極的に参加しよう

情報と情報技術を適切に利
用する習慣を身につけよう

情報と情報技術を適切に利
用するくらしをしよう

生活環境の変化に対応し支
え合いながら生活を管理し
よう

あわてないで行動しよう
普段から、あわてないで行
動しよう

普段と違う状況でも、あわ
てず冷静な行動をしよう

非常時の消費行動を考えて
みよう

非常時に落ち着いて消費行
動をしよう

日ごろから非常時に備えた
消費行動をしよう

冷静な消費行動の大切さを
伝えよう

欲しいものがあったとき
は、よく考え、時には我慢
することを覚えよう

ものや金銭の大切さに気付
き、計画的な考え方を考え
よう
お小遣いを考えて使おう

消費に関する生活管理の技
能を活用しよう
買い物や貯金を計画的にし
よう

主体的に生活設計を立てて
みよう
生涯を見通した生活経済の
管理や計画を考えよう

生涯を見通した計画的なく
らしを目指して生活設計・
管理を実践しよう

経済社会の変化に対応し、
障害を見通した計画的なく
らしをしよう

支え合いながら消費生活情
報を上手に取り入れよう

重点領域

各期の特徴

身の回りの情報から「な
ぜ」「どうして」を考えよ
う

消費生活情報の目的や特
徴、選択の大切さを知ろう

消費生活情報の評価、選択
の方法について学び、意思
決定の大切さを知ろう

消費生活情報の評価、選択
の方法について学び、社会
との関連を調べよう

消費生活行動を主体的に吟
味する習慣を付けよう

消費生活情報を主体的に評
価して行動しよう

支え合いながら情報と情報
技術を適切に利用しよう

自分や家族を大切にしよう
自分や知人の個人情報を守
るなど、情報モラルを知ろ
う

著作権や発信した情報への
責任を知ろう

望ましい情報社会のあり方
や除法モラル、セキュリ
ティについて考えよう

情報社会のルールや情報モ
ラルを守る習慣を付けよう

トラブルが少なく、情報モ
ラルが守られる情報社会を
つくろう

支え合いながら、トラブル
が少なく、情報モラルが守
られる情報社会をつくろう

身の回りのさまざまな情報
に気付こう

消費に関する情報の集め方
や活用の仕方を知ろう

消費生活に関する情報の収
集と発信の技能を身につけ
よう

情報と情報技術の適切な利
用法や国内だけでなく国際
社会との関係を考えよう

本物を見極めモノの
使い方を理解し大切
にする心を育む

モノを丁寧に扱おう
本物にふれ、モノの価値を
理解しよう
ものづくりを体験しよう

消費行動がものづくりに与
える影響を考えよう

自分や社会にとって、より
よいモノは何か考えよう

よりよいモノを選択する消
費行動をとる習慣をつけよ
う

よりよいモノを選択する消
費行動を実践しよう

よりよいモノを選択する消
費行動について伝え合おう

困ったことがあったら身近
な人に相談しよう

販売方法の特徴を知り、ト
ラブル解決の法律や制度、
相談機関を知ろう

トラブル解決の法律や制
度、相談機関の利用法を知
ろう

トラブル解決の法律や制
度、相談機関を利用する習
慣をつけよう

トラブル解決の法律や制
度、相談機関の利用しやす
い社会をつくろう

支え合いながらトラブル解
決の法律や制度、相談機関
を利用しよう

約束やきまりを守ろう

ものの選び方、買い方を考
え、適切に購入しよう
約束やきまりの大切さを知
り、考えよう

商品を適切に選択するとと
もに、契約とそのルールを
知り、よりよい契約の仕方
を考えよう

適切な意思決定に基づいて
行動しよう
契約とそのルールの活用に
ついて理解しよう

契約の内容・ルールを理解
し、よく確認して契約する
習慣をつけよう

契約とそのルールを理解
し、くらしに活かそう

契約トラブルに遭遇しない
暮らしの知恵を伝え合おう

危険を回避し、ものを安全
に使う手段を知り、使おう

安全で危険の少ないくらし
と消費社会を目指すことの
大切さを理解しよう
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